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見出し 2908-02 子どもの医療費補助について

ご意見 子供の医療費について、病院の会計窓口での支払いをなくして、病

院から市に対して請求するように対応してはどうでしょうか

回答 子どもは未来を担う存在であり、安心して子どもを生み、育てる環

境を整備し、支援することが重要であると強く認識しております。

当市におきましては、平成 28 年 8月診療分から岩手県内の医療機関

での受診における、小学校入学前の医療費助成対象児及び妊産婦の医

療費につきましては、従来の「一旦医療費の支払いを行った後にお返

しする方式（償還払方式）」から「医療機関窓口での支払いを行わずに

医療機関が負担分を市に請求する方式（現物給付方式）」に改めたとこ

ろであります。

なお、この現物給付方式への変更につきましては、岩手県内の市町

村で統一して実施しているところです。
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